
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２回総会議事録（Ｒ４年２月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和４年２月28日  午前９時30分～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 
出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 出 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子 

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり 

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 出 24小野 籍雄 

 
 
４ 事 務 局 
   局 長 下鶴 浩一           主 幹 野崎 洋一         

副主幹 吉國 雄一郎          主 査 横山 いづみ 
主 事 鬼束 純平            
副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 副主幹 山波 幸二（高城総合支所） 
副主幹 米満 里美（山田総合支所）   副主幹 山元 裕三（高崎総合支所） 

    
 
 
５ 付議案件 

報告第 4号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第 5号 許可書の返戻について 

議案第 9号 非農地証明について 

議案第10号 農地利用状況調査等の結果に伴う非農地判断について 

議案第11号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第12号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第13号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第14号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて 

議案第15号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定に 

ついて（中間管理事業） 



第２回総会議事録 

 

 

議   長  ただ今より令和４年の第２回総会を開催いたします。本日は２４名の全員出席です

のでご報告申し上げます。本日の議事録署名人につきましては、４番委員と５番委員

にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

それでは、審議に入りたいと思います。本日は報告案件２件と議案７件となってい

ます。まず報告案件ですが、２件まとめていきたいと思います。報告第４号農地法第

１８条第６項の規定による通知について、それから報告第５号許可書の返戻について

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第４号農地法第１８条第６項の規定による通知についてですが、今月は５０件

の通知、141,141.00㎡の通知がございました。 

次に報告第５号許可書の返戻についてですが、議案書２８ページをご覧ください。

今月は２件の返戻がありまして、３条許可と５条許可の返戻が１件づつとなっていま

す。理由につきましては、それぞれの備考欄のとおりでございます。以上でございま

す。 

議   長  説明が終わりましたが、これらにつきまして何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので、報告第４号、報告第５号につきましては、報告どおり承認する

ものといたします。それでは、議案審議に入ります。まず議案第９号非農地証明につ

いてを議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局  議案第９号非農地証明についてですが、今月は１件取下げがございましたので、４

件の証明願いとなりまして、5,661.00㎡の内容となっています。この調査報告につき

ましては、別紙調査報告のまとめの１ページに記載してございます。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議   長  質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第９号非農地証明について、ご同意いただ

ける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９号については、非農地と承認するものといたしまし

た。次に議案第１０号農地利用状況調査等の結果に伴う非農地判断についてを議

題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１０号農地利用状況調査等の結果に伴う非農地判断についてでございます。

議案書は３１ページから３７ページになります。今回は高崎地区の６９件、101 筆の

70,267.66㎡の案件について、非農地かどうかの判断を求めるものでございます。 

２月８日に高崎総合支所会議室に地元委員である脇屋委員と森委員にお越しいた

だき、最終確認をしていただいたところです。両委員とも、いずれも山林原野化して

いて、今後も農地としての利用は見込めないだろうとの判断でございましたので、こ

の101筆を非農地として判断してよろしいかお伺いするものです。ご審議よろしくお



願いします。 

議   長  説明が終わりましたので、ここで質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第１０号農地利用状況調査等の結果に伴う

非農地判断について、ご同意いただける方の挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手でございます。よって、議案第１０号については、同意することに決定

いたしました。次に議案第１１号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定

についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１１号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてでござい

ます。今月は３９件の申請がございまして、101,364.00㎡の内容でございました。い

ずれも農地法第３条第２項各号に該当しないと判断されます。調査報告につきまして

は、調査報告書のまとめの２ページから６ページに記載してありますので、ご審議方

よろしくお願いします。 

議   長  ここでお諮りいたします。案件３７番につきましては、２０番委員が当事者となり

ますので他と分けて審議したいと思います。まず、この３７番を除く案件について審

議いたします。議案について何かご質問のある方はございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第１１号農地法第３条許可申請による農業

委員会の許可決定について、案件３７番を除く案件にご同意いただける方は挙手をお

願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第１１号の案件３７番を除く案件はすべて許可するもの

と決定いたしました。それでは、２０番委員の退室をお願いします。 

２０番委員  （退室） 

議   長  それでは、案件３７番についてご質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第１１号農地法第３条許可申請による農業

委員会の許可決定についての案件３７番にご同意いただける方は挙手をお願いしま

す。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手でございます。よって、議案第１１号の案件３７番につきましては、許

可するものと決定いたしました。２０番委員の入室をお願いします。 

２０番委員  （入室） 

議   長  続きまして、議案第１２号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び

許可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１２号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ

いてですが、今月は１２件の申請がございまして、10,727.71 ㎡の内容となっていま

す。調査報告は、調査報告書のまとめの７ページから８ページに記載してございます。

ご審議方よろしくお願いします。 

議   長  この件に何かご質問をありませんか。 



全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  何も無いようですので採決いたします。議案第１２号農地法第４条許可申請による

農業委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いし

ます。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手でございます。よって、議案第１２号はすべて許可相当と決定いたしま

した。次に議案第１３号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可

決定についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１３号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ

いてですが、正誤表にありますように１件の取下げが出されたため、３２件の申請と

なり、31,842.12 ㎡の内容となります。調査報告につきましては、調査報告のまとめ

の９ページからに記載してございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  説明が終わりましたので、質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  他に無いようですので採決に入ります。議案第１３号農地法第５条許可申請による

農業委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いし

ます。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手でございます。よって、議案第１３号につきましてはすべて許可相当と

決定いたしました。次に、議案第１４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規

定による農業委員会の決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局  議案第１４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定についてでございます。まず所有権移転でございます。今月は３１件の申請がござ

いまして、54,659.00 ㎡の内容となっております。次に利用権設定でございますが、

７９件の申請がございまして、194,143.00㎡の内容となっております。なお、公告に

つきましては、本日２月２８日付けの予定でございます。 

議   長  ここでご質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  何も無いようですので採決に入ります。議案第１４号農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農業委員会の決定について同意される方は挙手をお願いし

ます。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手でございます。よって、議案第１４号については原案どおり承認されま

した。次に議案第１５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委

員会の決定について（中間管理事業）を議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第１５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定について（中間管理事業）でございます。今月は８９件の申請がございまして

221,719.98㎡の内容となっています。なお、公告につきましては、先程と同じく本日

２月２８日付けを予定しております。 



議   長  この件について、何かご質問はありませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  特に何も無いようですので採決いたします。議案第１５号農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理事業）に同意され

る方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手でございます。よって、議案第１５号につきましては原案どおり承認さ

れました。これで予定していた議案審議はすべて終わりましたが、他に皆さんの方か

ら何かございませんか。 

全 委 員  無し（の声あり） 

議   長  無いようですので、これで第２回総会を終了したいと思います。お疲れ様でした。 

        

 

令和４年  月  日 

 

議事録署名委員 

              

 ４番委員               

 

 

 ５番委員               

                                   

 

作製者 福丸 好文 

 


